
中核市移行に伴う水戸市の条例制定について
市条例について、県条例と相違する項目を「水戸市が独自に定める基準」として規定します。

各項目について、該当するサービスに〇印を付します。
※1 訪問系サービス…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
※2 就労系サービス１…就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型
※3 就労系サービス２…就労選択支援、就労定着支援
※3 障害児通所支援…児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

	項目
	水戸市が独自に定める基準
	サービス種類

	
	
	訪問系サービス※１
	療養介護
	生活介護
	短期入所
	重度障害者等包括支援
	自立訓練（生活・機能訓練）
	就労系サービス１※２
	就労系サービス２※３
	自立生活援助
	共同生活援助
	施設入所支援
	障害児通所支援※４

	(1) 住民への説明
	事業者は、その事業の開始に当たり、地域住民に対し、サービス提供の内容等についての説明を行い、理解を得るよう努めることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(2) 不適切な事業者の排除
	水戸市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこととします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(3) 従業者との雇用契約等
	　　従業者との雇用契約等の内容は書面で確認できることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(4) 文書による契約
	　　基準省令に加え、指定障害福祉サービスの提供に当たり、利用申込者の同意は、文書によることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇


	項目
	水戸市が独自に定める基準
	サービス種類

	
	
	訪問系サービス※１
	療養介護
	生活介護
	短期入所
	重度障害者等包括支援
	自立訓練（生活・機能訓練）
	就労系サービス※２
	就労定着支援
	自立生活援助
	共同生活援助
	施設入所支援
	障害児通所支援※３

	(5) 保険外サービスの根拠の明示
	利用者を処遇する場所と明確に区画されていることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(6) 成年後見制度の活用の支援
	利用者の使用に適したものであることとします。事業者は、必要に応じて利用者の成年後見制度の活用を支援するよう努めることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	

	(7) 運営規程の項目
	基準省令に加え、苦情・相談の窓口及び入退所についての基準を規定することとします。
（「△」については、苦情・相談窓口のみ）
	△
	〇
	△
	〇
	△
	△
	△
	△
	△
	〇
	〇
	△

	(8) 勤務体制の記録
	　　基準省令に加え、事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定め、記録することとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(9) 事故発生時の対応
	　　基準省令に加え、事故発生時における本市への連絡は、書面の提出によることとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇


	項目
	水戸市が独自に定める基準
	サービス種類

	
	
	訪問系サービス※１
	療養介護
	生活介護
	短期入所
	重度障害者等包括支援
	自立訓練（生活・機能訓練）
	就労系サービス※２
	就労定着支援
	自立生活援助
	共同生活援助
	施設入所支援
	障害児通所支援※３

	(10)記録文書の保存期限
	整備する記録は、その完結の日から５年間保存することとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(11)記録の保管場所
	事業者は、本市が行う文書の提出若しくは提示の命令等に対し、遅滞なく応じることができる場所に記録を保管することとします。
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇

	(12) 口腔衛生の確保
	口腔の衛生の確保の取組を行うよう努めることとします。
	
	〇
	〇
	〇
	
	〇
	〇
	
	
	〇
	〇
	

	(13)非常災害対策
	基準省令に加え、①事業所の立地等から起こり得る非常災害に対する具体的な計画の策定、②計画の定期的な見直し、③非常災害に備えた食料品等の備蓄、④非常災害に備えた地域との連携について規定します。（③④は茨城県と同じ）
	
	〇
	〇
	〇
	
	〇
	〇
	
	
	〇
	〇
	〇(居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援除く)


	項目
	水戸市が独自に定める基準
	サービス種類

	
	
	訪問系サービス※１
	療養介護
	生活介護
	短期入所
	重度障害者等包括支援
	自立訓練（生活・機能訓練）
	就労系サービス※２
	就労定着支援
	自立生活援助
	共同生活援助
	施設入所支援
	障害児通所支援※３

	(14)身体拘束等を行う場合の利用者・家族への説明
	基準省令に加え、身体拘束等を行う場合は、利用者及び家族に対する説明をすることとします。
	
	〇
	〇
	〇
	
	〇
	〇
	
	
	〇
	〇
	〇

	(15)協力歯科医療機関の確保
	協力歯科医療機関を定めることを義務付けることとします。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	〇
	〇
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